
　　令和７年度　　社会福祉法人に対する指導監査結果について

法人名 社会福祉法人  はりまいのちの電話(法人番号9140005014535)

令和8年1月14日監査実施日

文書による指摘事項の有無 有

文書による指摘内容 改善状況

　令和７年６月１１日及び令和７年７月２２日開催の理事会において、監事
が全員欠席している。監事が理事会に出席し必要に応じて意見を述べること
は、理事や理事会の職務の執行に対する牽制を及ぼす観点から重要であり、
法律上の義務とされている。監事は、理事会に出席すること。また、理事会
招集権者は、監事が理事会に出席できるよう日程調整等の配慮を行うこと。
また、現地での出席が困難な場合は、テレビ電話等のオンライン会議の活用
を検討すること。

1 改善済理事会への監事の出席について

令和8年4月27日現在


